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１．事業概要

（１）

　①事業の現況

23 人

うち 0 人 0 人

4 人 1 人

15 人 3 人

0 人

　②施設

人

㎡ ㎡

日 人

（２） 現在の経営状況

大和市

介護サービス事業

7

2 年度 11

大和市介護サービス事業経営戦略

事 業 名

団 体 名

策 定 日 2

常勤医師数

施 設 数 定 員

　　　介護支援専門員数

　　　介護職員数

　　　看護職員数

延 床 面 積

令 和 6 年 度
サ ー ビ ス 日 数

○デイサービスの運営費は、指定管理者制度導入による介護サービス提供収入（介護報酬）で賄えており、一般会計から繰入
をすることなく運営しています。
〇指定管理期間（５年間）：令和5年４月～令和10年３月（前期間：平成30年４月～令和5年３月）
〇指定管理者の変更や中規模改修工事を行った影響で利用者が減少し赤字となりましたが、令和６年度には黒字に回復、今
後は安定した運営が行える見込みです。

居 室 床 面 積

令 和 6 年 度
年 延 利 用 者 数

293

1,019

6,159

571

職 員 数

事　業　形　態　等

計 画 期 間

改 定 日

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

事 業 の 内 容 利用料金制
指定管理者制度導入状

況

非適用

30

平成13年10月１日

その他職員

事務職員

理学療法士又は作業療法士

事 業 開 始 年 月 日

老人デイサービスセンター

1



（３） これまでの主な経営健全化の取組

２．将来の事業環境等

（１） 介護保険サービス事業における主な取組

（２） 高齢者人口等の予測

（３） 介護需要の予測

（４） 施設の見通し

（５） 組織の見通し

○平成18年度から指定管理者制度を導入することにより事業者の持つノウハウを活かした公共サービスの向上とコスト削減を
図っています。

○直近の人口推計によると、本経営戦略の計画期間である令和11年以後も、高齢者人口は増え続けると見込んでいます。現
在23.9%の高齢化率も令和22年には29.8%にまで上昇すると推計されています。

○要支援・要介護認定者は、令和11年に13,903人と推計され、今後5年間で約1,500人の増加が見込まれます。
○本計画期間中において高齢化が進むことに伴い、認定者数も増加するため、介護サービス利用需要は今後増大することを
前提として経営戦略を策定する必要があります。

○通所介護（デイサービス）施設は、市内に41ヶ所あり、充足している状況です。
○令和５年度に空調設備や電気設備の中規模改修工事を実施しました。今後は、公共施設保全計画に基づき点検を実施し、
不具合のある個所については修理等を実施する予定です。

〇外部評価機関や利用者アンケートを活用しながら、ニーズに即した介護サービスの展開をしてきたほか、民間のデイサービ
ス事業所では対応が困難な利用者を受け入れるなど、公営施設を活用した事業として、安全な環境でサービスを提供できるよ
う使命を果たしています。
○公共施設保全計画に基づき、定期的な施設の不具合点検を実施し、利用環境の向上に努めています。

○現員体制を維持し、サービス利用者が減った場合は体制を見直します。



３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

①　経営指標に係る数値目標

②　収支計画のうち投資についての説明

③　収支計画のうち財源についての説明

④　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

○事業の全体像としては、今後の利用者ニーズに対応できる介護サービス施設の運営を目指します。
○指定管理者による介護サービス提供収入（介護報酬）によって賄います。
○要支援認定者をはじめとして、予防介護の支援、在宅における介護者の負担軽減のために、デイサービスを提供します。
○居宅介護支援事業所にPRするなどし、利用者数増加を図るとともに、収入向上を図ります。

○指定管理者によるサービス料金収入等の自主財源で賄い、実質単年度収支の黒字を継続します。
○協定で規定されている額を超えた修繕の必要性が生じた場合のみ、一般会計からの繰入により実施します。

特になし

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

○介護サービス提供収入（介護報酬）によって運営費を賄うため、今後も指定管理委託料を充当する予定はありません。
○現在、指定管理者により黒字の見通しです。

○令和5年度に空調設備や照明設備の中規模改修工事を実施し、工事費を計上しました。
○令和7年度に建築基準法１２条に定められた定期点検と外壁打診調査の点検費を計上しました。



①　投資についての検討状況等

②　財源についての検討状況等

③　投資以外の経費についての検討状況等

介護報酬の新たな加算の取得等に関する事項 介護保険法に則り対応します。

その他 特になし

介護サービス提供収入等により黒字経営のため、現時点では必要ありません。

利用状況に関する事項

資金管理・調達・繰入金に関する事項

指定管理者の創意工夫により、利用者のニーズに見合うサービスを
提供できています。

地域包括ケアシステムの構築に関する事項

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

その他

特になし

特になし

指定管理者による検討事項のため、必要ありません。

指定管理者による検討事項のため、必要ありません。

特になし

資産の有効活用に関する事項

その他

職員給与費の適正化に関する事項

組織体制の効率化に関する事項

民間の活力の活用に関する事項
（指定管理者制度、ＰＰＰ・ＰＦＩ など）

現行の指定管理者による運営を継続します。

施設等の統合・縮小・廃止に関する事項

民間の活力の活用に関する事項
（ＰＰＰ・ＰＦＩ など）

必要なし

必要なし
（指定管理者が撤退した場合は、事業存続を検討します。）

現行の指定管理者制度を活用した運営を継続します。



④　公営企業として実施する必要性など

　

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

現在、要支援・要介護認定者数は増加傾向にあり、民間主体によるデイサービスの提
供が浸透してはおりますが、その一方で、民間事業者では対応が困難な利用者がいる
のが実態で、その方の受け皿となる事業者が必要なため、公営企業として実施する必
要があると考えます。
将来的に、介護サービスに係る需要が低下した場合は、デイサービスのあり方につい
て検討します。

高齢者人口の増加に伴い、介護サービスの需要はまずます高まっている中、住み慣れ
た地域で最後を迎えたいと希望する方も多いため、地域における介護サービスは必要
と考えます。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

○５年ごとに検証、見直し及び改定を行います。
○改定の際は、経営のあり方、事業手法の見直しについて改めて検討します。

公営企業として実施する必要性

事業の意義、提供する
サービス自体の必要性



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和１０年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）
指定管理
更新年度

（ 決 算 ）
指定管理
更新年度

1 (A) 55,561 59,105 52,802 56,217 53,282 39,147 47,939 49,647 49,963 50,385 50,846 51,397

（１） (B) 55,561 59,105 52,802 56,217 53,282 39,147 47,939 49,647 49,963 50,385 50,846 51,397

ア 53,912 57,456 50,925 54,610 50,237 37,996 46,546 48,408 48,724 49,146 49,607 50,158

イ (C)

ウ 1,649 1,649 1,877 1,607 3,045 1,151 1,393 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239

（２）

ア

イ

２ (D) 54,839 55,599 54,594 59,499 62,186 44,759 47,171 47,561 47,872 48,286 48,739 49,280

（１） 54,839 55,599 54,594 59,499 62,186 44,759 47,171 47,561 47,872 48,286 48,739 49,280

ア 32,185 32,060 31,256 35,074 36,585 35,333 34,714 35,001 35,230 35,534 35,868 36,266

イ 22,654 23,539 23,338 24,425 25,601 9,426 12,457 12,560 12,642 12,751 12,871 13,014

（２）

ア

イ

３ (E) 722 3,506 △ 1,792 △ 3,282 △ 8,904 △ 5,612 768 2,086 2,092 2,099 2,107 2,117

1 (F) 5,000

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７） 5,000

２ (G) 1,202 1,230 1,291 1,256 886 1,407 411 380 380 380 380 380

（１） 242 1,241

（２） (H)

（３）

（４） 1,202 1,230 1,049 1,256 886 166 376 380 380 380 380 380

（５） 35

３ (I) △ 1,202 △ 1,230 △ 1,291 3,744 △ 886 △ 1,407 △ 411 △ 380 △ 380 △ 380 △ 380 △ 380

(J) △ 480 2,276 △ 3,083 462 △ 9,790 △ 7,019 357 1,706 1,712 1,719 1,727 1,737

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

うち資本費平準化債償還金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

収 支 差 引 (F)-(G)

収 支 再 差 引 (E)+(I)

資
　
本
　
的
　
収
　
支

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

そ の 他

う ち 一 時 借 入 金 利 息

う ち 資 本 費 平 準 化 債 分

そ の 他

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

収 支 差 引 (A)-(D)

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

本年度 令和８年度 令和９年度 令和１１年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和１０年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）
指定管理
更新年度

（ 決 算 ）
指定管理
更新年度

本年度 令和８年度 令和９年度 令和１１年度

(K)

(L) 6,101 5,621 7,897 4,814 5,276 △ 7,019 △ 6,662 △ 4,956 △ 3,244 △ 1,525 203

(M)

(N) 5,621 7,897 4,814 5,276 △ 4,514 △ 7,019 △ 6,662 △ 4,956 △ 3,244 △ 1,525 203 1,940

(O)

(P) 5,621 7,897 4,814 5,276 203 1,940

(Q) △ 4,514 △ 7,019 △ 6,662 △ 4,956 △ 3,244 △ 1,525
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 55,561 59,105 52,802 56,217 53,282 39,147 47,939 49,647 49,963 50,385 50,846 51,397

（T)

(U)

(V)

(W)

(X)

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和１０年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）
指定管理
更新年度

（ 決 算 ）
指定管理
更新年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

令和１１年度

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

本年度 令和８年度 令和９年度

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

96.72% 94.48% 85.68% 87.46% 101.63% 104.39% 104.37% 104.35% 104.32% 104.30%

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

赤 字 比 率 （ ×100 ） -8.47% -17.93% -13.90% -9.98% -6.49% -3.03%

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 101.32% 106.31%

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

積 立 金

前年度からの繰越金


